
令和 6 年度学校体育（スポーツ）施設開放の使用団体の募集について 

　五所川原市では、地域で活動するスポーツ団体等を対象に小・中学校の体育館等の学校体育施設を学
校教育に支障のない範囲で開放しています。 
　使用を希望する団体は、開放学校の使用可能種目、日時、使用条件、使用についての注意事項を確認
したうえで、下記の申込受付期間内に必要書類を提出するようにお願いします。必要書類は市ホームペ
ージからダウンロードしてください。また、使用申請団体を対象に3月に全体説明会を予定しています。 

１　開放期間 

　令和 6年 4月上旬～　令和7年 3月末 
※学校により使用期間が異なり、また、学校行事等により使用を制限する場合があります。 

２　開放学校 

※　スポーツ用具は、原則として使用団体が準備してください。ただし、学校長の許可を得た場合に限り学

校備品を使用することができます。 
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 バレーボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 ソフトバレーボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 バドミントン ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 バスケットボール ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 フットサル男性 ○ ○ ○

 フットサル女性 ○ ○ ○ ○

 フットサル児童 ○ ○ ○ ○ ○ ○

 卓球 ○ ○ ○

 ソフトテニス ○ ○ ○ ○

 硬式テニス ○

 柔道・剣道 〇 〇

 陸上 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 児童野球 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 その他グラウンド ○ ○ ○ ○

 その他屋内活動 ○ ○

 月曜日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 火曜日 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 水曜日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 木曜日 ○ ○ ○ ○ ○ 〇 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 金曜日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 土曜日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○

 日曜日 ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○ ○
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３　申込受付期間 

　令和5年 12月 1日(金) ～ 令和 6年 1月 31日(水)まで 
※基本的に、この期間以外は受付不可となります。 

４　申込先 

　五所川原市教育委員会社会教育課スポーツ振興室 

　電話：0173－35－2111（内線 2933）　　FAX：0173－23－4095 

　メールアドレス：sports@city.goshogawara.lg.jp 

５　使用条件 

① 基本的に体育館半面は10名以上、全面は20名以上とし、使用者の半数以上が五所川原市民とします。 

② 使用開始前に団体として指導者含む使用者全員がスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険に加入し

てください。 

③ 希望する学校、曜日が重複すれば、基本的に１団体１校、１人１校、週１回の使用とします。 

④ 使用団体が多数の場合は使用調整し、半面の使用、または使用不可とする場合があります。 

⑤ 学校施設の整備（清掃活動等）に積極的に協力してください。 

⑥ 学校環境を守るため教育委員会が必要と認めた時は、使用制限または中止とする場合があります。 

⑦ 災害発生のおそれがある大雨、洪水、暴風雪などの警報が発令された場合及び熱中症警戒アラートが発令

された場合は使用を中止とします。 

⑧ 本要項に掲げる事項を遵守しない場合は、使用中止とする場合があります。 

６　使用についての注意事項等 

① 開放時間は、準備及び後片付けの時間も含むものとし、学校の事情により開放時間の変更をすることが

あり、開放学校の部活動等で使用している場合は、部活動等の終了後に使用してください。 

② 使用を許可された施設以外には立ち入らないでください。 

③ 学校施設の鍵の管理については、学校の指示に従ってください。また使用期間終了後、施設の鍵を預か

っている場合は必ず学校へ返却し、使用日誌は教育委員会へ提出をお願いします。 

④ 体育館床の保護のため、靴底が黒っぽい靴は使用禁止、また土足も厳禁とし、シューズ等の床についた

跡形や汚れを残さないように、使用後は必ず整備・清掃（モップ掛け等）をお願いします。 

⑤ 使用上での損傷等は使用者の責任とし、損傷等があった場合は日誌に記載し、学校及び教育委員会へ必

ず報告してください。また、用具等を破損した場合の修繕費は、使用団体が負担してください。 

⑥ 水分補給の場合を除いて、学校施設（駐車場含む）内での喫煙・飲食等は禁止とします。 

⑦ ゴミ等は各自で持ち帰り、使用終了時には忘れ物がないかを確認してください。また他利用者の忘れ物

に気づいた際は、学校に連絡をお願いします。 

⑧ 学校敷地外のゴミ捨て、騒音、迷惑駐車等の近隣住民の迷惑になるような行為は控えてください。 

⑨ 利用開始時に警備解除、利用終了時に施錠、電気の消灯及び警備セット等を確実に行ってください。 

⑩ 節電を積極的に行い、また、人が集まらずに10人以下の場合は使用を控えるようお願いします。 

⑪ 原則として、学校設備の暖房の使用及び暖房器具等の持込み使用は禁止とします。 

⑫ 使用者名簿に記載されていない者の使用・同伴は原則として禁止します。使用者の子ども等については、

学校設備及び他の使用者の支障とならない場合に限り許可します。 

⑬ 使用者は期間最初の使用前に指導者含む使用者全員の名簿及びスポーツ安全保険等傷害保険の写しを提

出してください。提出のない団体の使用は禁止となります。 

⑭ 使用者に変更があればその都度使用者名簿及びスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険の写しを

必ず提出してください。また、使用者名簿とスポーツ安全保険等の傷害保険・賠償責任保険の使用者及

び保険加入者が同一であることが必要です。使用者名簿の住所は地番まで記載してください。 

⑮ 営利活動・政治活動・宗教活動は行わないでください。 

⑯ 優先順位は、①学区PTA、②学区住民・スポーツ少年団等のクラブ活動を優先します。


